
北海道告示第 10385 号 

  大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の設置者から届出事項の変更について届出があった。 

 なお、同法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、書面により令和４年７月 19 日まで

に北海道上川総合振興局産業振興部商工労働観光課に到着するよう提出することができる。 

 

  令和４年３月 17 日  

 

                                           北海道知事 鈴木 直道 

 

１ 届出事項の概要 

  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

大成ファミリープラザ 

   旭川市６条通り 14 丁目 64 ほか 

  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

   交洋不動産株式会社  代表取締役 東原 幸生 

札幌市中央区大通西３丁目７番地 

 (3) 変更した事項 

    大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代 

  表者の氏名 

 （変更前） 

小売業者の氏名又は名称       代表者の氏名 住    所 

株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 福岡県福岡市東区多の津１－12－２ 

有限会社鮮魚まつもと 代表取締役 松本 孝博 旭川市緑が丘３条３－１ 

株式会社吉川園 代表取締役 吉川 昌志 旭川市６条通 12－６     

有限会社梅屋 代表取締役 木村  進 旭川市３条通７－10      

株式会社壷屋総本店 代表取締役 村本 定範 旭川市忠和５条６－５－３ 

湯浅 あや子  旭川市六条通 11－55－10 

東京ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ開発株式会社 代表取締役 熊沢  健 東京都八王子市八日町１－11     

株式会社玉光堂 代表取締役 八木 仲三 小樽市花園１－10－５  

有限会社ｶﾄｰｶﾒﾗ店 代表取締役 加藤 省治 旭川市２条通８－１ 

株式会社中里メガネ 代表取締役 中里 隆吉 旭川市３条通８－１ 

株式会社大創産業 代表取締役 矢野 博丈 広島県東広島市西条吉行東１－４－14 

有限会社モーヴ 代表取締役 森  重春 札幌市北区北８条西４－22－１  

株式会社チヨダ 代表取締役 舟橋 政男 東京都杉並区成田東４－39－８ 

有限会社サンへルシィ 代表取締役 工藤 光生 旭川市３条２－８ 

ミカレディ株式会社 代表取締役 森  保平 東京都中央区銀座１－11－１ 

有限会社ゆうび 代表取締役 安田 勝男 旭川市３条通８－６ 

株式会社アドラーブル 代表取締役 村上 則男 札幌市東区北６条東５－１－３－15 

株式会社タツミヤ 代表取締役 指田  努 東京都八王子市暁町１－32－13 

株式会社鈴丹 代表取締役 東  光晴 愛知県名古屋市昭和区広路通２－５ 

株式会社リオチェーン 代表取締役 横山 卓幸 愛知県名古屋市中区平和１－１－20 

株式会社発信グループ 代表取締役 角田 和男 札幌市中央区南２条西４－１ 



前山 茂作  上川郡愛別町本町 175 

株式会社ほしの 代表取締役 星野  浩 札幌市白石区菊水３条３－１－28 

株式会社三貴   代表取締役 木村 和巨 東京都豊島区東池袋３－４－３ 

エステール株式会社 代表取締役 丸山  朝 東京都新宿区西新宿３－20－２ 

札幌クラウン商事株式会社 代表取締役 山本 政紀 札幌市中央区大通３－１－10   

株式会社鈴乃屋 代表取締役 小泉 博子 東京都台東区上野１－20－11 

株式会社ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ 代表取締役 小口 弘明 東京都千代田区東神田３－５－４ 

株式会社マルヤ 代表取締役 大塚 隆久 旭川市４条通７－10 

（変更後） 

小売業者の氏名又は名称       代表者の氏名 住    所  

株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 福岡県福岡市東区多の津１－12－２  

株式会社大創産業 代表取締役 矢野 博丈 広島県広島市西条町吉行東１－４－14  

株式会社テレネット北海道 代表取締役 浦東 克芳 旭川市永山 10 条４丁目５番８号    ① 

合同会社 Scolle 代表 有島紘太郎 東京都荒川区西日暮里１丁目 40 番８-406 号 ② 

  (4) 変更の年月日 

   上記(3)① 令和３年 12 月１日 

   上記(3)② 令和３年 12 月１日 

  (5) 変更する理由 

   新規出店のため 

２ 届出年月日 

令和４年２月 28 日 

３ 届出書等の縦覧 

  (1) 縦覧場所 

      北海道経済部商工局商業経済交流課及び北海道上川総合振興局産業振興部商工労働観光課 

  (2) 縦覧期間 

      令和４年３月 17 日（木）から令和４年７月 19 日（火）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日を除く。） 

 (3) 縦覧時間 

   午前８時 45 分から午後５時 15 分まで  


